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日 本 語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

授業料や入学金の免除･減額、給付型奨学金の

支給を受けることができます！ 

①「特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者」の在留資格を 

持っている方で、学ぶ意欲がある学生が対象です。 

②家庭の収入によって支給額が違います。 

③在学中の学校を通じて申請してください。 

※大学生等対象、学びたい気持ちを応援する奨学金も案内しています。 

■くわしい情報・問合せ先／ 

○文部科学省の特設サイト 

「高等教育の修学支援新制度」 

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 

○日本学生支援機構 奨学金ホームページ 

「奨学金の制度（給付型）」 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html 

 

 

 

大学や専門学校に進学したいけど、 
お金のことが心配な高校生へ 

■対象となる方／ 

以下の方で、別の会社（特定技能の分野）と契約した方 

○解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生 

○解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者（在留資格「特

定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等） 

○採用内定を取り消された留学生など 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html 

 

■申請手続き 

外国人の方の住居地を管轄する地方出入

国在留管理局・出張所に「特定活動（就労

可）」への在留資格の変更許可申請してく

ださい。 

 

■マッチング支援 

転職・就職先を見つけることが難しい場合

は、国のサポートによる求人事業者とのマ

ッチング支援を受けることができます。 

問合せ 

最寄りの地方出入国在留管理局・出張所 

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index

.html 

FRESC／フレスク ヘルプデスク 

〔外国人在留支援センター〕 
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01

.html 
新しいコロナウイルスの影響で困っている外国人

のための電話相談窓口です。 

マッチング支援の資料作成も相談できます。 

  

１４言語で対応しています。  

月～金（午前９時から午後５時まで） 

解雇された外国人労働者の就労支援 

1 年間の「特定活動(就労可)」在留資格が許可されます 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01.html


 

 ◆◆ 15 ◆◆ 

日 本 語 

FICEC では月～金曜 10 時～16 時に 

生活相談を行っています。 

私はガーナ人の夫と共に４年前に来日し３歳の子どもがいます。仕事はしていません。  

最近夫は冷たく、時々出て行けと怒鳴ります。生活保護を受けられますか。 

夫婦げんかの後始末はできません。夫婦で話し合い、解決してください。また、いざという時の為に、

仕事を見つけて働き、家族滞在ビザから定住者ビザに在留資格を変更しておくとよいでしょう。 

生活保護制度は、基本的に「日本国民」を対象としています。生活保護を受給することが出来る在留資

格は、永住者、定住者、日本人配偶者や永住者の配偶者、難民認定された人だけです。普段から日本語

を習得して就職し自活できるようにしましょう。たとえ定住者になって生活保護を受けるようになって

も、生活保護を受けている状態が続くと、ビザの更新時に影響が出てくる場合があります。 

家賃の支払いに困っています。県営住宅や市営住宅に応募したいのですが。 

入居の要件として、県内に住所又は勤務場所があり、世帯全員の収入の総額が月額 158,000 円以下であ

ること。県民税・市町村民税を滞納していないこと。外国人登録し、在留資格のある人が対象です。 

公営住宅は民間賃貸住宅とは異なりいろいろな制限があります。係の人の質問にきちんと答えられるよ

うに、普段から日本語をしっかり勉強しておきましょう。 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

FICEC で翻訳します 

FICEC の日常を写真や動画で載せています。 

Facebook からログインできます。 

上福岡駅から FICEC まで歩いて 5 分。 

その道のりを動画に 

しました。 

 

富士見市役所内の生活相談 
FICEC のスタッフが対応します 

木曜日 13:00～16:00 TEL.251-2711(内 273) 

 

インスタグラムを始めました 

英語      日本語 

 

◆出生証明書、独身証明書等   

2000 円/1 枚 

◆手紙、その他の文書   

3000 円～/1 枚 

※内容の専門分野や難易度によって違い

があります。 

※翻訳期間は 1 週間（3 枚以内の場合） 

 急ぎの場合は 1.5 倍の翻訳料となります。 

※翻訳原稿を FICEC まで持参してください。 

※英語以外の翻訳もご相談ください。 

 

 
『インフォメーションふじみの』 

ベトナム語版ができました 

 

外国籍住民の集計を見ると、この地域にはたくさんの

ベトナム人が暮らしています。 

2020 年 11 月号から、まちの大切な情報や暮らしに役

立つ情報をベトナム語で読むことができます。 

 

また、FICEC の Facebook では『インフォ

メーションふじみの』やさしい日本語版を

配信しています。 


